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　この人権作文は､児童･生徒のみなさんに､人権や差別について考えていただき､他人の心の痛みがわかる､
差別のない･許さない･見のがさない人になってほしいと願って作成されています。

問合せ：教育文化振興課  990-9011/ 企画財政課  991-1815

問合せ：松伏町消費生活センター (環境経済課内)　  991-1854

わたしの弟

光サービスの乗換えにあたっての注意点(総務省からのお知らせ)

　わたしには弟がいる。でも､弟は､ふつうのわたしたちとちょっとちがう。勉強やいろいろなことが少し
おくれているのだ。弟は､今二年生だが､わたしの学校にはいない。特別支えん学校という学校に通っている。
　小さかったころの弟は､だっ走やいたずらをして､まわりをこまらせてばかりいた。げん関のかぎを一人
であけて､道路にとび出してしまうことがあった。近所の人に助けてもらって､きき一発というところだっ
た。部屋の中のかべには､一面大すきなアンパンマンの絵をかいてしまうこともあった。一番こまったのは､
わたしの大切なものをどこかへ持っていってしまうことだった。でも､今思うと､わたしが出しっぱなしに
してしまったことが悪かったんだと思う。
　休みの日に､家族みんなで公園に遊びに行ったことがある。弟とわたしは､まっ先にブランコに向かった。
弟は､ブランコが大好きで､ずっとブランコをこいでいた。わたしは寒くなってきたので､公園を一周走って､
お花でかんむりをつくることにした。すると
｢ドンッ。」
と､音がした。弟がブランコから落ちてしまったのだ。弟は､口のあたりから血を流していた。わたしはびっ
くりして､どうしていいのかわからなくなった。心配でたまらなかった。急いで病院にいったが､口のまわ
りをぬう大けがになってしまった。
　先日､弟の学校で運動会があった。かけっこ･玉入れ･おどり､どれも弟は､一生けん命がんばっていた。一
年生の手をひいて走るすがたを見て､ずいぶん成長したなあ､お兄ちゃんになったなあとうれしくなった。
　弟は､やんちゃでいたずらばかりする。いつもはらはらドキドキさせられることが多い。でも､やっぱり
かわいい。お姉ちゃんとあまえてくる弟が大すきだ。たとえしょうがいがあっても､弟は､わたしの弟だ。
わたしにとっては､特別なそんざいなのだ。弟がわらってくらせるように､わたしも弟といっしょにがんばっ
ていきたいと思う。

　今月は｢松伏町小･中学校人権作文集－第17集－｣の作品の中から､小学校4年生の作品を紹介します。

松伏町消費生活センターでは､消費生活相談を実施しています。
月～木曜日　午前10時～正午､午後1時～4時

　NTT東西が2015年2月1日から光サービスの｢卸売｣を開始しました。｢卸売｣の提供を受け､たくさ
んの電気通信事業者が光サービスを一般消費者向けに提供することが可能となりました。
　これに伴い今後多くの電気通信事業者からの電話勧誘が増える事が予想されます。このサービスは､
従来の工事等を伴う光サービスへの乗換えとは異なり､｢転用｣という簡易な手続きによりサービス乗
り換えが可能となります。しかし､事業者からの説明が十分でない場合には､利用者が十分に理解しな
いまま手続きが完了する恐れがあります。サービス乗換えの前に以下の点に注意して下さい。
■サービス提供者がNTT東西から変更になります。
■現在のプロバイダに契約解除の申込が必要な場合があり､その際契約解除料が発生します。
■サービス乗換えにより､メールアドレスが変更になることがあります。
■ サービス乗換え完了後に元のサービスや別の電気通信事業者の方がいいとなった際､契約解除料と
工事と電話番号の変更が発生する場合があります。
　内容をよく理解できないまま契約に至った場合など､トラブルがあった場合は消費生活センターに
ご相談ください。


